
都市計画法（抜粋） 

 

(建築等の制限) 

第六十五条 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三

条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、

当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変

更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でな

い物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければ

ならない。 

２ 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようと

するときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。 

３ 第五十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。 

 

 

(都市計画事業の認可等の告示) 

第六十二条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十九条の認可又は承認をしたとき

は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種

類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知

事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に、第

六十条第三項第一号及び第二号に掲げる図書の写しを送付しなければならない。 

２ 市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日又は第六十九条の規定により

適用される土地収用法第三十条の二の規定により準用される同法第三十条第二項の通知

を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村

の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 


